
建機・安全装置の購入後、令和9年２月18日（必着）までに下記の書類を提出してください。 
 

支給請求書類の提出チェックシート 

【注意事項】 
交付決定日より前に契約、購入をした場合、その申請は無効となりますのでご注意下さい。 
また、原則、申請時と、建機や安全装置の変更、金額の変更等があった場合も、不支給となりますのでご
注意ください。 

チェック
欄 

 

1 

様式6 令和8年度 導入支援補助金支給請求書 
※ホームページからダウンロードし記入して、提出して下さい。 
※「安全装置の支出額」は、補助対象機械に対して支払った金額（見積書に記載の安全装置のみの
金額）です。 

※「交付決定額」は、交付決定通知書に記載されています。 
※「請求金額」は、原則「交付決定額」と同じ金額になります。 

 

2 
売買契約書(写) 
※建機の型番、製造番号と金額、所有権に関する事項が記載されていることを確認してください。  

3 
割賦契約書(写) 
【分割支払】  
※割賦契約利用者のみ提出。 

 

4 納品書(写) 
※建機本体の型番と製造番号、安全装置の名称と金額が記載されていることを確認してください。 

 

5 
請求書(写) 
※建機本体の型番と製造番号、安全装置の名称と金額が記載されていることを確認してください。 
※補助対象装置の名称についてはお手元の見積書を確認して下さい。 

 

6 

領収書(写) 
※上記[2.納品書]及び[3.請求書]と見積書の金額が一致し、補助対象機械の金額を支払い済みで

あることが証明できる領収書（写）、割賦契約の場合は「完済証明書」等の写しを提出して下さい。 
※但し書きに建機の型番、安全装置名等の等記載があること。 
※振込受付書、振込予約の画面（写）だけでは領収書の代わりになりません。 

 

7 
譲渡証明書（写） 
※譲渡日と譲渡先が補助金請求と整合してるか確認して下さい。  

8 

製造銘板の写真 
※契約書、納品書、請求書に記載の製造番号が実機のものと一致していることが証明できる写真を
提出して下さい。（写真はPDFでなくてもJPG・RAW等のままでも、PCで確認できる画像なら大丈夫で
す） 

 

9 
【車検を有する場合のみ】 
車検証（写）  

10 

【積載形トラッククレーンの過負荷防止装置を申請する場合のみ】 
購入した機械が（一社）日本クレーン協会規格 JCAS２２０９-２０２４「積載形トラッククレーンの
過負荷制限装置の基準」又はJCAS２２０４-２０２１「屈曲ジブ式積載形トラッククレーン過負荷制
限装置の基準」のいずれかに適合する旨の証明書する書面 
※販売店等を通して各メーカーから取得して下さい。 

 

令和8年度 高度安全機械等導入支援補助金事業 アンケート調査票 
 アンケート調査票の提出の有無や内容は、補助金の支給に関係は致しません。が、交付決定された方全
員からできるだけご意見いただきたいので、ご提出をよろしくお願いいたします。 

 

 
※提出に当たっては、必ず当該補助金事業の「交付要領」「実施要領」「同意書」をお読みください。 

上記書類の精査後、補助金が振り込まれます。 
口座に振り込まれる前後に振込通知書が代表者宛（担当者にCCで）メール送信されます。 
 
 
ご質問、ご相談は下記までご連絡ください。 
建設業労働災害防止協会 高度安全機械等導入支援補助金事務センター  
電話 03-6275-1085  9:00～12:00／13:00～16:30（土日祝日を除く） 
問い合わせメール info_hojokin@kensaibou.or.jp 

上記書類を記載後、PDFにて、申請用アドレス(shinsei_hojokin@kensaibou.or.jp)へ、メール送付ください。 


